
■
重
点
目
標

一
、
住
宅
防
火
対
策
の
推
進

二
、
放
火
火
災
・
連
続
放
火
火
災
防
止
対

　
　

策
の
推
進

三
、
特
定
防
火
対
象
物
等
に
お
け
る
防
火

　
　

安
全
対
策
の
徹
底

■
市
内
の
火
災
発
生
状
況

　

こ
と
し
1
月
〜
9
月
の
火
災
発
生
件
数

　

件
の
う
ち
、
建
物
火
災
は
総
出
火
件
数

76の
お
よ
そ
6
割
を
占
め
、
そ
の
中
で
も
住

宅
火
災
が
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
ま
す
。

　

原
因
別
で
は
、
こ
ん
ろ
（　

件
）、
た
き

11

火
（　

件
）、
放
火
（
6
件
）
が
上
位
を
占

11

め
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
消
防
局
で
は
住
宅
用
火
災
警
報

器
の
設
置
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　

火
災
発
生
時
の
逃
げ
遅
れ
に
よ
る
被
害

を
防
ぐ
た
め
、
消
防
法
の
改
正
で
新
築
住

宅
に
つ
い
て
は
、
こ
と
し
6
月
か
ら
設
置

が
義
務
化
さ
れ
、
既
存
住
宅
に
つ
い
て
も

平
成　

年
5
月　

日
ま
で
に
設
置
し
な
け

21

31

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

■
防
火
・
防
災
教
室

　

消
防
局
で
は
、
住
宅
火
災
を
1
件
で
も

減
ら
す
た
め
に
職
員
が
出
向
い
て
防
火
講

話
や
防
火
映
画
の
上
映
、
消
火
訓
練
な
ど

を
行
っ
た
り
、
火
災
予
防
に
関
す
る
防
火

ビ
デ
オ
の
貸
し
出
し
を
行
っ
た
り
し
て
い

ま
す
。
町
内
会
や
自
治
会
な
ど
で
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

●
消
防
局
予
防
課
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中
央
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●
東
消
防
署
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●
西
消
防
署
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火
災
を
減
ら
す
に
は
地
域
の
呼
び
掛
け

も
大
き
な
力
で
す
。
地
域
の
輪
を
大
切
に

し
ま
し
ょ
う
。

■
不
要
に
な
っ
た
消
火
器
の
処
分

　

家
庭
で
不
要
に
な
っ
た
消
火
器
は
、
燃

や
せ
な
い
ご
み
に
は
出
せ
ま
せ
ん
。

　

最
寄
り
の
消
防
設
備
専
門
業
者
に
問
い

合
わ
せ
て
、
引
き
取
っ
て
も
ら
っ
て
く
だ

さ
い
。
危
険
で
す
の
で
、
分
解
や
解
体
は

絶
対
に
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
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月
9
日
〜

日
は
、

　

月
9
日
〜　

日
は
、

1111

1515

秋
の
全
国
火
災
予
防
運
動
期
間
で
す

秋
の
全
国
火
災
予
防
運
動
期
間
で
す

　

こ
れ
か
ら
の
季
節
は
空
気
が
乾
燥
し
、
火
災
が
発
生
し
や
す
い
時
季
を
迎
え
ま
す
。
火
災
に
よ
る

死
傷
者
を
減
少
さ
せ
、
財
産
の
損
失
を
防
ぐ
た
め
に
火
災
予
防
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

　

火
災
発

　

生
件
数

　

り
災

　

世
帯
数

　

死
亡
者

　

負
傷
者

　
　

件
76

　
　

世
帯

55

　

4
人

　
　

人
22

前
年
比

　

2
件
減

前
年
比

　
　

世
帯
増

21
前
年
比

　

4
人
増

前
年
比 

　
　

人
増

16

■
お
尋
ね　

消
防
局
予
防
課
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全国統一防火標語

消さないで
あなたの心の
注意の火。

■
受
付
期
間

　
　

月
6
日
（
月
）
〜　

日
（
金
）

11

24

■
試
験
日

　
　

月　

日
（
日
）

12

17

■
試
験
会
場

　

長
崎
県
立
大
学
（
川
下
町
）

■
募
集
職
種
と
受
験
資
格

�
事
務
職
（
高
校
）

　

昭
和　

年
4
月
2
日
以
降
に
生
ま
れ
、

60

　

高
等
学
校
を
卒
業
し
た
人
か
、
来
年
3

　

月
卒
業
見
込
み
の
人
（
大
学
・
短
大
ま

　

た
は
こ
れ
ら
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
学

　

校
を
卒
業
し
た
人
と
卒
業
見
込
み
の
人

　

は
受
験
で
き
ま
せ
ん
）

�
獣
医
師

　

昭
和　

年
4
月
2
日
以
降
に
生
ま
れ
、

51

　

獣
医
師
免
許
を
持
つ
人
か
、
来
年
5
月

　

ま
で
に
免
許
取
得
見
込
み
の
人　

�
心
理
相
談
員

　

昭
和　

年
4
月
2
日
以
降
に
生
ま
れ
、

51

　

大
学
に
お
い
て
、
心
理
学
を
専
修
す
る

　

学
科
ま
た
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を

　

修
め
て
卒
業
し
た
人
か
、
来
年
3
月
卒

　

業
見
込
み
の
人
で
、
お
も
に
子
ど
も
の

　

心
の
相
談
に
従
事
で
き
る
人

�
建
築
技
術
職
（
大
学
）

　

昭
和　

年
4
月
2
日
以
降
に
生
ま
れ
、

51

　

大
学
ま
た
は
こ
れ
と
同
等
の
学
校
で
、

　

専
門
課
程
を
卒
業
し
た
人
か
、
来
年
3

　

月
卒
業
見
込
み
の
人

�
看
護
師

　

昭
和　

年
4
月
2
日
以
降
に
生
ま
れ
、

52

　

看
護
師
免
許
を
持
つ
人
か
、
来
年
5
月

　

ま
で
に
免
許
取
得
見
込
み
の
人

■
採
用
予
定
人
数

　
�
事
務
職
（
高
校
）　
　
　
  
若
干
名　

　
�
獣
医
師　
　
　
　
　
　
　

若
干
名　

　
�
心
理
相
談
員
（
大
学
）　
　
  
1
人

　
�
建
築
技
術
職
（
大
学
）　
　
  
1
人

　
�
看
護
師　
　
　
　
　
　
　

若
干
名

■
試
験
案
内
、
申
込
書
の
配
布
場
所

　

市
役
所
本
庁
舎
玄
関
案
内
（
1
階
）、
人

　

事
課（
6
階
）、
吉
井
・
世
知
原
・
宇
久
・

　

小
佐
々
行
政
セ
ン
タ
ー
、
各
支
所

　　

※
申
込
書
は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

　
　

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で
き

　
　

ま
す
。

■
受
け
付
け
、
お
尋
ね

　

市
役
所
人
事
課
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9
5
6
・
2
4
・
1
1
1
1
）
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こ
と
し
8
月
、
福
岡
市
内
で
飲
酒
運
転

に
よ
り
、
3
人
の
幼
い
子
ど
も
の
命
が
無

残
に
も
奪
わ
れ
る
と
い
う
、
痛
ま
し
い
事

故
が
発
生
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
連
日
の
よ
う
に
、
飲
酒
運
転

に
よ
る
事
故
な
ど
が
大
き
く
報
道
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
飲
酒

運
転
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

　

9
月
に
全
国
で
実
施
さ
れ
た
「
飲
酒
運

転
取
り
締
ま
り
強
化
週
間
」
に
お
い
て
も
、

九
州
各
県
で
合
わ
せ
て
5
9
2
人
が
、
酒

酔
い
や
酒
気
帯
び
運
転
で
逮
捕
、
摘
発
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
酒
を
飲
ん
で
運
転
し
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
事
故
は
他
人
事
」、

「
自
分
は
大
丈
夫
」
と
い
う
考
え
を
持
っ

て
い
る
人
が
ま
だ
多
数
い
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
し
か
し
、
わ
ず
か
な
飲
酒
で
あ
っ

て
も
認
知
・
判
断
能
力
は
確
実
に
衰
え
、

運
転
操
作
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
明
ら

か
で
す
。
酔
い
の
自
覚
の
な
い
軽
度
の
飲

酒
に
よ
る
事
故
が
、
飲
酒
運
転
に
よ
る
事

故
の　

％
を
占
め
て
い
ま
す
。

90

　

飲
酒
運
転
は
犯
罪
で
す
。

　

飲
酒
運
転
に
よ
り
死
亡
事
故
を
起
こ
す

と
、
被
害
者
も
加
害
者
も
一
瞬
に
し
て
不

幸
に
な
り
ま
す
。

　

運
転
者
の
結
果
責
任
と
し
て
、
民
事
上

の
責
任
（
損
害
賠
償
）、
刑
事
上
の
責
任

（
懲
役
、
禁
固
、
罰
金
、
科
料
の
刑
罰
）、

行
政
上
の
責
任
（
運
転
免
許
の
取
り
消
し
、

停
止
処
分
）
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

悪
質
な
飲
酒
運
転
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ

た
場
合
は
、
故
意
に
よ
る
犯
罪
と
み
な
さ

れ
、「
危
険
運
転
致
死
傷
罪
」
が
適
用
さ
れ

ま
す
。

　
「
酒
を
飲
ん
だ
ら
運
転
を
し
な
い
、
運

転
す
る
な
ら
酒
を
飲
ま
な
い
、
車
を
運
転

す
る
人
に
は
酒
を
出
さ
な
い
」
を
徹
底
し
、

家
族
み
ん
な
で
、
職
場
全
員
で
、
地
域
ぐ

る
み
で
、
飲
酒
運
転
を
追
放
し
ま
し
ょ
う
。
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■
お
尋
ね　

市
役
所
交
通
安
全
対
策
課
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市
職
員
採
用
試
験
の
お
知
ら

市
職
員
採
用
試
験
の
お
知
ら
せせ


